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千葉市一般廃棄物（ごみ）処理基本計画に係る平成30年度に実施した主な取り組み等【概要版】

2　３Ｒ教育・学習の
推進及びごみ処理
に関する情報の共
有化

13　多様な排出機
会の提供と動機づ
けによる古紙等の
再資源化の推進

15　生ごみの再資
源化の推進

17　さらなる再資源
化品目の検討・推
進施策

5　生ごみの発生抑
制の推進

２事業者３店舗と「ちばルール」協定を締結

ごみ減量講習会の実施（11回）

基本方針 計画事業名 主な取り組み

(新)

基
本
方
針
１
　
１
人
一
人
が
ご
み
を
出
さ
な
い
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
・
ビ
ジ
ネ
ス
ス
タ
イ
ル
の
確
立
に
よ
る

、
２
R

(

リ
デ

ュ
ー

ス
・
リ
ユ
ー

ス

)

を
目
指
し
ま
す

。

（拡）
（拡）

ホテルと連携した食べきりキャンペーンの実施（11か所）
ちーバル参加飲食店を含めた市内飲食店と連携し、食品ロス啓発チラシを掲示

基
本
方
針
２
　
再
生
利
用
率
を
高
め
る
た
め
の
効
果
的
な
再
資
源
化
施
策
と

、
市
民
・
地

域
・
事
業
者
と
の
協
働
や
地
域
活
動
へ
の
支
援
に
よ
り

、
さ
ら
な
る
焼
却
ご
み
量
の
削
減

を
目
指
し
ま
す

。

10　市民・事業者と
の協働による再資
源化の推進・支援

１．平成30年度に実施した主な取り組み 「新」は新規、「拡」は拡充、下線は重点的に実施する取り組み

(新) 緑区の一部小学校において、食品残渣再資源化モデル事業のための生ごみ処理機の設置
（１校）

1　ごみ減量のため
の「ちばルール」の
普及・拡大

12　事業所ごみの
排出管理・指導の
徹底

(拡) 一定量以上の排出事業者数の基準を精査し、条例及び規則改正を実施

適正排出が確認されていない事業者に対する訪問調査及び指導（調査：413事業者、指導：37
事業者）

新規開業事業者へ９月及び翌年３月にガイドブックを配布し、事業所ごみの適正排出等を周知
（平成30年9月：201件、平成31年3月：173件）

(新)

3　発生抑制（リ
デュース）・再使用
（リユース）の促進

(新)
(新)
（拡）

生ごみ減量リーフレットの作成、配布
生ごみ水切りモニターの実施（96名）
ミニ・キエーロ市民モニター事業の実施（36世帯）
牛乳パックを使った生ごみ肥料化講習会の実施（５館×２回）

「ごみ分別スクール」の実施（市内小学校111校＋千葉大学付属小学校、対象児童数：8253人）
「へらそうくんルーム」の実施（市内保育園・幼稚園：12か所、対象児童数：697人）
小学生と保護者を対象とした「ごみ処理施設見学ツアー」（38組）

(新) フリマアプリを企画・開発・運用するメルカリとの包括連携協定を締結

(拡) 廃食油回収拠点の拡充（新規２か所拡充、３８か所）

生ごみ減量処理機等の補助金交付
・生ごみ減量処理機・・・１４８基
・生ごみ肥料化容器・・・１３５基

「ちばルール」行動協定店の資源回収品目及び回収時の注意を記載したチラシを作成、配布
市民向け啓発キャンペーンの実施（へらそうくんフェスタ及びちばルール協定店）

16　清掃工場にお
ける事業系ごみの
搬入物検査の実施

搬入物検査の実施（排出事業者指導件数：39件、一般廃棄物収集運搬業許可業者指導件数：
31件）

14　剪定枝等の再
資源化の推進

11 ごみ排出ルール
の遵守・指導徹底

事業用大規模建築物所有者に提出を義務づけている減量計画書の記載項目等を精査し、
様式に係る規則改正を実施

ごみステーションにおける早朝啓発の実施（チラシ配布：221自治会、計774名）

(新) 事業用生ごみ処理機を設置する事業者に対し、補助金を交付（補助金交付額：2,000千円×
2件）

(拡)

(新)

使用済小型電子機器等回収事業において、新たにノートパソコン・タブレットの回収を開始

単一素材製品プラスチックの拠点回収（各環境事業所）を開始

剪定枝等の資源収集を実施（収集量：4,485トン）

単一素材プラスチックの再資源化（自己搬入ごみから選別した衣装ケース（3.37トン）、各環境
事業所での拠点回収（0.18トン）

24 安定的・効率的
な処理体制を目指
した清掃工場の計
画・整備

（新） 新清掃工場（北谷津用地）の計画に関連して、環境影響評価現況調査を実施、建設・運営
維持管理に係る事業者の募集・選定手続きを実施、土壌詳細調査を実施

基
本
方
針
３
 

低
炭
素
・
資
源
循

環
へ
貢
献
す
る

、
経
済
・
効
率
性

と
安
定
・
継
続
性
に
優
れ
た

、
強

靭
な
ご
み
処
理
シ
ス
テ
ム
の
構
築

を
目
指
し
ま
す

。

18 収集運搬体制の
合理化

組合が導入した集中管理システムの活用により、ごみステーション設置状況や各収集車両の
作業状況把握を的確に行うとともに、蓄積したデータをもとにした効率的な収集運搬体制構築
の検討を開始

資料２



基本方針 計画事業名 見直し理由

基
本
方
針
２
　
再
生
利
用
率
を
高
め

る
た
め
の
効
果
的
な
再
資
源
化
施
策

と

、
市
民
・
地
域
・
事
業
者
と
の
協

働
や
地
域
活
動
へ
の
支
援
に
よ
り

、

さ
ら
な
る
焼
却
ご
み
量
の
削
減
を
目

指
し
ま
す

。

13 多様な排出機会
の提供と動機づけ
による古紙等の再
資源化の推進

停止
事業系古紙の拠点回収事業について、費用対効果が見込めず実施が困難であることから中止
し、事業所に対する分別排出指導・啓発にて再資源化を図ることとした。

12 事業所ごみの排
出管理・指導の徹
底

停止
事業所からの家庭ごみステーションへの不適正排出が減少したことから、費用対効果を鑑み、
委託業者による立哨監視業務を廃止し、家庭ごみの不法投棄等防止監視業務と事業統合。

２．平成30年度に停止した取り組み


